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軽
油
引
取
税
の
課
税
免
除
措
置
に
つ
い
て
は
、
国
民
生
活
や
対
象
事
業
者
へ
の
影
響
等
を
勘
案

し
、
令
和
六
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
、
令
和
八
年
度
末
ま
で
三
年
間
延
長
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。 

こ
の
措
置
に
よ
り
、
索
道
事
業
者
が
ス
キ
ー
場
で
使
用
す
る
圧
雪
車
を
は
じ
め
、
砕
石
場
内
の

機
械
類
や
、
農
林
業
用
機
械
等
に
使
用
さ
れ
る
軽
油
に
対
し
、
軽
油
引
取
税
の
課
税
が
免
除
さ
れ

て
お
り
、
燃
料
価
格
が
高
止
ま
り
す
る
中
で
、
厳
し
い
経
営
環
境
に
お
か
れ
て
い
る
地
方
の
事
業

者
に
お
い
て
は
、
免
税
軽
油
制
度
の
継
続
は
経
営
安
定
上
不
可
欠
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。 

と
り
わ
け
、
本
県
で
は
、
近
年
は
、
ス
キ
ー
等
の
ウ
ィ
ン
タ
ー
ス
ポ
ー
ツ
人
口
の
減
少
や
、
降

雪
の
時
期
に
積
雪
量
が
安
定
し
な
い
こ
と
か
ら
休
業
や
撤
退
に
追
い
込
ま
れ
る
ス
キ
ー
場
が
徐
々

に
増
え
て
い
る
状
況
に
あ
る
。 



ま
た
、
鉱
石
、
砂
利
、
砕
石
は
、
骨
材
の
中
核
と
し
て
、
道
路
、
橋
、
ト
ン
ネ
ル
、
ダ
ム
な
ど

で
利
用
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
自
動
車
用
ガ
ラ
ス
や
鋼
鉄
等
の
原
料
と
な
る
な
ど
、
国
民
の
生
活
を

維
持
す
る
社
会
資
本
整
備
に
お
い
て
不
可
欠
な
建
設
資
材
で
あ
り
、
安
定
的
供
給
に
支
障
を
及
ぼ

し
て
は
な
ら
な
い
。 

加
え
て
、
農
業
や
林
業
の
今
後
の
成
長
産
業
化
の
た
め
に
は
、
事
業
規
模
の
拡
大
、
大
型
機
械

の
導
入
が
不
可
欠
で
あ
り
、
事
業
者
の
生
産
コ
ス
ト
の
軽
減
に
よ
る
経
営
の
安
定
性
確
保
が
求
め

ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

物
価
高
騰
が
続
く
中
、
地
域
産
業
を
取
り
巻
く
経
営
環
境
は
一
層
厳
し
さ
が
増
し
て
い
る
状
況

に
あ
り
、
課
税
免
除
措
置
が
廃
止
さ
れ
れ
ば
、
本
県
の
冬
季
観
光
の
重
要
な
柱
で
あ
る
ス
キ
ー
場

の
経
営
や
、
砕
石
業
者
等
の
商
工
業
、
農
林
業
等
の
経
営
が
圧
迫
さ
れ
る
な
ど
、
地
域
経
済
全
体

に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。 

な
お
、
現
在
、
政
府
に
て
、
ガ
ソ
リ
ン
税
・
軽
油
の
暫
定
税
率
廃
止
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、

暫
定
税
率
が
廃
止
さ
れ
た
と
し
て
も
、
本
則
税
率
は
存
続
し
て
課
税
さ
れ
る
。 

よ
っ
て
、
国
に
お
い
て
は
、
広
範
な
産
業
へ
の
影
響
を
考
慮
し
、
軽
油
引
取
税
の
課
税
免
除
措

置
を
令
和
九
年
度
以
降
も
継
続
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
恒
久
化
に
つ
い
て
も
検
討
さ
れ
る
よ
う

強
く
求
め
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。 
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